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告 示 

鳥取県告示第43号 

鳥取県青少年健全育成条例（昭和55年鳥取県条例第34号）第13条第１項の規定に基づき、同項第１号、第２号

及び第３号に該当する青少年に有害な図書類を次のとおり指定したので、同条第２項の規定により告示する。 

  令和２年２月14日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

指定 

番号 
種別 

図書類 

題名及び号数 発行記号等 表示された発行所名 

7271 書籍 日本のヤクザ100の喧嘩 ISBN978－４－8002－6872－３ 宝島社 

7272 〃 
アリエナイ理科ノ大事典Ⅱ ISBN978－４－86673－093－６ 株式会社三才ブック

ス 

7273 〃 アリエナイ理科ノ大事典 ISBN978－４－86673－034－９ 〃 

7274 雑誌 劇漫スペシャル 雑誌 13545－３ 株式会社竹書房 

7275 〃 
特ダネTABOO!年末総特集★2019総括

編 

ISBN978－４－89212－373－３ 株式会社インテル

フィン

7276 〃 
まんが理不尽過ぎる現実異常な国ニッ

ポンDX 

雑誌 53455－73 株式会社コアマガジ

ン 

7277 〃 まんが2020年業界最初の悪特盛 雑誌 53455－89 〃 

7278 〃 
裏モノJAPAN2020.3 寝取り寝取られ

の過激な世界 

雑誌 01805－03 鉄人社 

7279 〃 実話ナックルズ月刊２月号 雑誌 04877－２ 株式会社大洋図書 

7280 〃 
実話BUNKA超タブ－２月号 雑誌 05159－02 株式会社コアマガジ

ン 

7281 〃 
実録JOKER３月号 雑誌 08019－03 株式会社ダイアプレ

ス 

7282 〃 aya２月号 雑誌 18815－02 宙出版 

7283 〃 
実話ロ－レンス２月号 雑誌 18019－２ 株式会社スコラマガ

ジン 

7284 〃 
禁断アイドル封印解禁スペシャル ISBN978－４－8023－0637－９ 

雑誌 66238－37 

株式会社ダイアプレ

ス 

7285 〃 
ラヴァ－ズEX年収200万でも恋人は出

来る 

ISBN978－４－8130－2809－３ 

雑誌 68542－09 

株式会社大洋図書 

鳥取県告示第44号 

鳥取県県有地等における自動車の放置に対する措置に関する条例（平成16年鳥取県条例第32号）第７条第３項

の規定に基づき、所有者等が判明しない放置自動車について、次のとおり告示する。 

令和２年２月14日 

鳥取県知事 平  井  伸  治 

警告書を貼

り付けた日 

放置されていた

場所 
保管している場所 

車名、塗色又は自

動車登録番号 

車 内 に 放

置されてい

る物件 

告 示 後 の

取扱い 
引取りの方法 

平成 28年１

月８日 

米子市灘町三

丁目地内（米子

米子市灘町三丁目

地内（米子港野積

メルセデス

ベンツ 

なし 令 和 ２ 年

５ 月 15 日

鳥取県西部総合

事務所米子県土
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港荷捌場） 場） 小豆 

鳥取300せ9121 

以 後 に 処

分 

整備局維持管理

課に申し出るこ

と。 

〃 〃 〃 

トヨタ

ハイエース

銀 

鳥取33せ4320 

〃 〃 〃 

〃 〃 〃 

スバル

レガシィ

青 

岡山500す8455 

〃 〃 〃 

〃 〃 〃 

ダイハツ 

ムーブ

黒 

鳥取580え1343 

〃 〃 〃 

合 同 選 管 告 示 

鳥取県及び島根県参議院合同選挙区選挙管理委員会告示第１号 

令和２年２月５日開催した鳥取県及び島根県参議院合同選挙区選挙管理委員会において、次の者を鳥取県及び

島根県参議院合同選挙区選挙管理委員会委員長に選任した。 

  令和２年２月14日 

鳥取県及び島根県参議院合同選挙区選挙管理委員会委員長 大  口  久  志 

鳥取県及び島根県参議院合同選挙区選挙管理委員会委員長 

鳥取県鳥取市浜坂三丁目５－10 大口 久志 

公 告 

警備業法（昭和47年法律第117号）第23条第１項の規定に基づき、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国

家公安委員会規則第20号）第４条に規定する検定を次のとおり実施する。 

  令和２年２月14日 

鳥取県公安委員会委員長 小  谷  文  夫 

１ 検定に係る警備業務の種別及び級 

  貴重品運搬警備業務 １級 

２ 実施日時 

(１) 学科試験

令和２年５月７日（木）午前９時30分から午前11時まで

(２) 実技試験

令和２年６月27日（土）午前８時30分から午後５時まで

３ 実施場所 

(１) 学科試験

鳥取市東町一丁目271 鳥取県警察本部庁舎

(２) 実技試験

広島県広島市佐伯区石内南三丁目１－１ 広島県運転免許センター

４ 受検定員 
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  ５名 

５ 検定の内容 

  (１)  学科試験 

   ア 警備業務に関する基本的な事項 

  イ 法令に関すること。 

  ウ 貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両（以下「貴重品運搬警備業務用車両」という。）並

びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 

  エ 貴重品運搬警備業務の管理に関すること。 

オ 運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に

関すること。 

  (２)  実技試験 

   ア 貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 

  イ 貴重品運搬警備業務の管理に関すること。 

ウ 運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に

関すること。 

６ 受検資格 

  県内に住所を有する者又は県外に住所を有する警備員でその者が属する営業所が県内にあるものであって、

次のいずれかに該当するものであること。 

 (１)  貴重品運搬警備業務について２級の検定に係る合格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証

明書の交付を受けた後、貴重品運搬警備業務に従事した期間が１年以上であるもの 

 (２)  鳥取県公安委員会が前号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者 

７ 検定申請書の受付期間 

  令和２年４月13日（月）から同月17日（金）までの日の午前８時30分から午後５時15分まで 

８  検定申請書の提出先等 

次の警察署に提出すること（持参以外の方法による検定申請書の提出は、認めない。）。 

なお、検定申請の受付は、先着順とし、受検定員に達した場合は受付期間の途中であっても締め切る。 

 (１)  県内に住所を有する者にあっては、住所地を管轄する警察署 

 (２)  県外に住所を有する警備員でその者が属する営業所が県内にあるものにあっては、当該営業所の所在地

を管轄する警察署 

９  検定申請書の提出部数等 

  検定申請書は１通とし、次に掲げる書類を添付すること。 

  (１) 県内に住所を有する者にあっては、住所地を疎明する書面 

(２) 県外に住所を有する警備員で、その者が属する営業所が県内にあるものにあっては、当該営業所に属す

ることを疎明する書面 

  (３) 写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦３センチメートル、横2.4センチメ

ートルの大きさで、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの）２葉 

 (４) ６の(１)に該当する者にあっては、そのことを疎明する書面 

 (５) ６の(２)に該当する者にあっては、１級検定受検資格認定書の写し 

10  検定手数料及び納付方法 

  検定手数料は、16,000円とし、その金額に相当する鳥取県収入証紙を警備業関係手数料納付書の所定欄に貼

り付けて納付すること。この場合、消印をしないこと。 

11 その他 

  (１) この検定は、鳥取県公安委員会、広島県公安委員会及び島根県公安委員会が共同で実施する。 

(２) 実技試験は、学科試験合格者に対してのみ実施する。 

(３) 受検者は、筆記用具を持参すること。 
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  (４) この検定についての問合せは、各警察署又は鳥取県警察本部生活安全部生活環境課（電話0857－23－0110

（代））にすること。 

                                                    

警備業法（昭和47年法律第117号）第23条第１項の規定に基づき、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国

家公安委員会規則第20号）第４条に規定する検定を次のとおり実施する。 

  令和２年２月14日 

鳥取県公安委員会委員長 小  谷  文  夫 

１ 検定に係る警備業務の種別及び級 

  貴重品運搬警備業務 ２級 

２ 実施日時 

(１)  学科試験 

  令和２年５月７日（木）午前９時30分から午前11時まで 

(２)  実技試験 

  令和２年６月13日（土）午前８時30分から午後５時まで 

３ 実施場所 

(１)  学科試験 

鳥取市東町一丁目271 鳥取県警察本部庁舎 

(２)  実技試験 

広島県広島市佐伯区石内南三丁目１－１ 広島県運転免許センター 

４ 受検定員 

  ５名 

５ 検定の内容 

  (１)  学科試験 

   ア 警備業務に関する基本的な事項 

  イ 法令に関すること。 

  ウ 貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両（以下「貴重品運搬警備業務用車両」という。）並

びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 

  エ 運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に

関すること。 

  (２)  実技試験 

   ア 貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 

  イ 運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に

関すること。 

６ 受検資格 

  県内に住所を有する者又は県外に住所を有する警備員でその者が属する営業所が県内にあるものであること。 

７ 検定申請書の受付期間 

  令和２年４月13日（月）から同月17日（金）までの日の午前８時30分から午後５時15分まで 

８  検定申請書の提出先等 

次の警察署に提出すること（持参以外の方法による検定申請書の提出は、認めない。）。 

なお、検定申請の受付は、先着順とし、受検定員に達した場合は受付期間の途中であっても締め切る。 

 (１)  県内に住所を有する者にあっては、住所地を管轄する警察署 

 (２)  県外に住所を有する警備員でその者が属する営業所が県内にあるものにあっては、当該営業所の所在地

を管轄する警察署 

９  検定申請書の提出部数等 

  検定申請書は１通とし、次に掲げる書類を添付すること。 
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  (１) 県内に住所を有する者にあっては、住所地を疎明する書面 

(２) 県外に住所を有する警備員で、その者が属する営業所が県内にあるものにあっては、当該営業所に属す

ることを疎明する書面 

  (３) 写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦３センチメートル、横2.4センチメ

ートルの大きさで、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの） ２葉 

10  検定手数料及び納付方法 

  検定手数料は、16,000円とし、その金額に相当する鳥取県収入証紙を警備業関係手数料納付書の所定欄に貼

り付けて納付すること。この場合、消印をしないこと。 

11 その他 

  (１) この検定は、鳥取県公安委員会、広島県公安委員会及び島根県公安委員会が共同で実施する。 

(２) 実技試験は、学科試験合格者に対してのみ実施する。 

(３) 受検者は、筆記用具を持参すること。 

(４) この検定についての問合せは、各警察署又は鳥取県警察本部生活安全部生活環境課（電話0857－23－0110

（代））にすること。 

                                                    

警備業法（昭和47年法律第117号）第23条第１項の規定に基づき、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国

家公安委員会規則第20号）第４条に規定する検定を次のとおり実施する。 

  令和２年２月14日 

鳥取県公安委員会委員長 小  谷  文  夫 

１ 検定に係る警備業務の種別及び級 

  空港保安警備業務 １級 

２ 実施日時 

(１)  学科試験 

  令和２年６月４日（木）午前９時30分から午前11時まで 

(２)  実技試験 

  令和２年７月18日（土）午前８時30分から午後５時まで 

３ 実施場所 

(１)  学科試験 

鳥取市東町一丁目271 鳥取県警察本部庁舎 

(２)  実技試験 

広島県広島市佐伯区石内南三丁目１－１ 広島県運転免許センター 

４ 受検定員 

  ５名 

５ 検定の内容 

  (１)  学科試験 

   ア 警備業務に関する基本的な事項 

  イ 法令に関すること。 

  ウ 乗客等の接遇に関すること。 

  エ 手荷物その他の航空機に持ち込まれる物件の検査（以下「手荷物等検査」という。）に関すること。 

  オ 空港に関すること。 

  カ 空港保安警備業務の管理に関すること。 

  キ 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における応急の措置に関すること。 

  (２)  実技試験 

   ア 乗客等の接遇に関すること。 

  イ 手荷物等検査に関すること。 
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ウ 空港保安警備業務の管理に関すること。 

  エ 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における応急の措置に関すること。 

６ 受検資格 

  県内に住所を有する者又は県外に住所を有する警備員でその者が属する営業所が県内にあるものであって、

次のいずれかに該当するものであること。 

 (１)  空港保安警備業務について２級の検定に係る合格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明

書の交付を受けた後、空港保安警備業務に従事した期間が１年以上であるもの 

 (２)  鳥取県公安委員会が前号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者 

７ 検定申請書の受付期間 

  令和２年５月11日（月）から同月15日（金）までの日の午前８時30分から午後５時15分まで 

８  検定申請書の提出先等 

次の警察署に提出すること（持参以外の方法による検定申請書の提出は、認めない。）。 

なお、検定申請の受付は、先着順とし、受検定員に達した場合は受付期間の途中であっても締め切る。 

 (１)  県内に住所を有する者にあっては、住所地を管轄する警察署 

 (２)  県外に住所を有する警備員でその者が属する営業所が県内にあるものにあっては、当該営業所の所在地

を管轄する警察署 

９  検定申請書の提出部数等 

  検定申請書は１通とし、次に掲げる書類を添付すること。 

  (１) 県内に住所を有する者にあっては、住所地を疎明する書面 

(２) 県外に住所を有する警備員で、その者が属する営業所が県内にあるものにあっては、当該営業所に属す

ることを疎明する書面 

  (３) 写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦３センチメートル、横2.4センチメ

ートルの大きさで、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの） ２葉 

 (４) ６の(１)に該当する者にあっては、そのことを疎明する書面 

 (５) ６の(２)に該当する者にあっては、１級検定受検資格認定書の写し 

10  検定手数料及び納付方法 

  検定手数料は、16,000円とし、その金額に相当する鳥取県収入証紙を警備業関係手数料納付書の所定欄に貼

り付けて納付すること。この場合、消印をしないこと。 

11 その他 

  (１) この検定は、鳥取県公安委員会、広島県公安委員会及び島根県公安委員会が共同で実施する。 

(２) 実技試験は、学科試験合格者に対してのみ実施する。 

(３) 受検者は、筆記用具を持参すること。 

  (４) この検定についての問合せは、各警察署又は鳥取県警察本部生活安全部生活環境課（電話0857－23－0110

（代））にすること。 

                                                    

警備業法（昭和47年法律第117号）第23条第１項の規定に基づき、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国

家公安委員会規則第20号）第４条に規定する検定を次のとおり実施する。 

  令和２年２月14日 

鳥取県公安委員会委員長 小  谷  文  夫 

１ 検定に係る警備業務の種別及び級 

  空港保安警備業務 ２級 

２ 実施日時 

(１)  学科試験 

  令和２年６月４日（木）午前９時30分から午前11時まで 

(２)  実技試験 
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  令和２年７月11日（土）午前８時30分から午後５時まで 

３ 実施場所 

(１)  学科試験 

鳥取市東町一丁目271 鳥取県警察本部庁舎 

(２)  実技試験 

広島県広島市佐伯区石内南三丁目１－１ 広島県運転免許センター 

４ 受検定員 

  ５名 

５ 検定の内容 

  (１)  学科試験 

   ア 警備業務に関する基本的な事項 

  イ 法令に関すること。 

  ウ 乗客等の接遇に関すること。 

  エ 手荷物その他の航空機に持ち込まれる物件の検査（以下「手荷物等検査」という。）に関すること。 

オ 空港に関すること。 

カ 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における応急の措置に関すること。 

  (２)  実技試験 

   ア 乗客等の接遇に関すること。 

  イ 手荷物等検査に関すること。 

ウ 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における応急の措置に関すること。 

６ 受検資格 

  県内に住所を有する者又は県外に住所を有する警備員でその者が属する営業所が県内にあるものであること。 

７ 検定申請書の受付期間 

  令和２年５月11日（月）から同月15日（金）までの日の午前８時30分から午後５時15分まで 

８  検定申請書の提出先等 

次の警察署に提出すること（持参以外の方法による検定申請書の提出は、認めない。）。 

なお、検定申請の受付は、先着順とし、受検定員に達した場合は受付期間の途中であっても締め切る。 

 (１)  県内に住所を有する者にあっては、住所地を管轄する警察署 

 (２)  県外に住所を有する警備員でその者が属する営業所が県内にあるものにあっては、当該営業所の所在地

を管轄する警察署 

９  検定申請書の提出部数等 

  検定申請書は１通とし、次に掲げる書類を添付すること。 

  (１) 県内に住所を有する者にあっては、住所地を疎明する書面 

(２) 県外に住所を有する警備員で、その者が属する営業所が県内にあるものにあっては、当該営業所に属す

ることを疎明する書面 

  (３) 写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦３センチメートル、横2.4センチメ

ートルの大きさで、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの） ２葉 

10  検定手数料及び納付方法 

  検定手数料は、16,000円とし、その金額に相当する鳥取県収入証紙を警備業関係手数料納付書の所定欄に貼

り付けて納付すること。この場合、消印をしないこと。 

11 その他 

  (１) この検定は、鳥取県公安委員会、広島県公安委員会及び島根県公安委員会が共同で実施する。 

(２) 実技試験は、学科試験合格者に対してのみ実施する。 

(３) 受検者は、筆記用具を持参すること。 

(４) この検定についての問合せは、各警察署又は鳥取県警察本部生活安全部生活環境課（電話0857－23－0110
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（代））にすること。 

                                                    

調 達 公 告 

一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の６第１

項及び地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）第６条の規定

に基づき、次のとおり公告する。 

  令和２年２月14日 

鳥取県営病院事業管理者 中  林  宏  敬 

１ 調達内容 

(１) 調達物品の名称及び数量 

ＰＡＣＳ／ＲＩＳ他 一式 

(２) 調達物品の仕様等 

   入札説明書による。 

(３) 納入場所 

   鳥取県立中央病院（鳥取市江津730） 

(４) 納入期限 

令和２年10月30日（金） 

(５) 入札書の記載方法等 

入札書に記載する金額は、契約申込金額（課税事業者にあっては、消費税及び地方消費税の額を含めた金

額とする。）とし、併せて、内訳に消費税及び地方消費税の額を記載すること。 

２ 入札参加資格 

  本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

(１) 政令第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(２) 令和２年２月14日から同年３月26日（再度入札を行う場合にあっては、再度入札の開札日）までの間の

いずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱（平成７年７月17日付出第157号）

第３条第１項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。 

(３) 令和２年２月14日から同年３月26日（再度入札を行う場合にあっては、再度入札の開札日）までの間の

いずれの日においても、会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更正手続開始の申立てが行われた

者又は民事再生法（平成11年法律第225号）の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。 

(４) 平成30年鳥取県告示第519号（物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の

資格審査の申請手続等について）に基づく競争入札参加資格（以下「競争入札参加資格」という。）を有す

るとともに、その業種区分が医療・理化学機器類の医療機器に登録されている者であること。 

なお、本件入札に参加を希望する者であって、競争入札参加資格を有していないもの又は当該業種区分に

登録されていないものは、鳥取県競争入札参加資格審査事務取扱要綱（昭和40年１月30日付発出第36号）第

５条第１項に規定する競争入札参加資格者名簿（以下「競争入札参加資格者名簿」という。）への登録に関

する申請書類を令和２年２月26日（水）正午までに４の(２)の場所に提出すること。この際、本件入札に参

加するための登録申請であることを、当該申請書類の提出と同時に４の(２)の場所に必ず連絡すること。 

(５) この公告に示した物品を納入期限までに納入場所に納入することができる者であって、当該物品の納入

後、保守、点検及び修理その他のサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供できるものであること。 

３ 契約担当部局 

  鳥取県立中央病院医療情報管理室 

４ 入札手続等 

(１) 入札の手続に関する問合せ先 

    〒680－0901 鳥取市江津730 
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   鳥取県立中央病院医療情報管理室 

    電話 0857－26－2271   

電子メール chuoubyouin@pref.tottori.lg.jp 

(２) 競争入札参加資格者名簿への登録に関する問合せ先 

    〒680－8570 鳥取市東町一丁目220 

   鳥取県総務部総合事務センター物品契約課 

   電話 0857－26－7431 

(３) 入札説明書等の交付方法 

令和２年２月14日（金）から同年３月18日（水）までの間にインターネットの鳥取県立中央病院のホーム

ページ（http://www.pref.tottori.lg.jp/chuoubyouin/）から入手するものとする。ただし、これにより難

い者には、郵送により交付し、又は次により直接交付するものとする。 

なお、郵送による交付を希望する場合は、250円分の切手を貼り付けた宛先明記の返信用封筒を同封し、交

付期間中に(１)の場所へ請求すること。 

  ア 交付期間及び交付時間 

令和２年２月14日（金）から同年３月18日（水）までの日（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法

律（昭和23年法律第178号）に規定する休日を除く。）の午前９時から午後５時までとする。 

  イ 交付場所又は郵送申込先 

(１)に同じ。 

(４) 郵便による入札 

  不可とする。 

(５) 入札及び開札の日時及び場所 

ア 日時 

    令和２年３月26日（木）午後２時 

  イ 場所 

    鳥取市江津730 鳥取県立中央病院７階第２会議室 

５ 入札者に要求される事項 

(１) 入札書は、件名及び入札者名を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければな

らない。 

(２) 本件入札に参加を希望する者は、２の入札参加資格に適合することを証明する書類を、４の(１)の場所

に令和２年３月18日（水）午後５時までに提出しなければならない。 

(３) 入札者は、(２)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(１) 入札保証金 

本件入札に参加する者は、入札保証金として入札価格の100分の５以上の金額を入札書に添えて提出しなけ

ればならない。この場合において、鳥取県病院局財務規程（平成７年鳥取県病院局管理規程第12号。以下「財

務規程」という。）第69条に定める担保の提供をもって入札保証金の提出に代えることができる。 

なお、鳥取県物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年鳥取県規則第106号。以下「調

達手続特例規則」という。）第14条の規定の例により、入札保証金の全部又は一部を免除する場合がある。 

(２) 契約保証金 

落札者は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。この場合におい

て、財務規程第69条に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。 

なお、調達手続特例規則第18条の例により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。 

７ その他 

(１) 契約手続において使用する言語、通貨及び時刻 

日本語、日本国通貨及び日本標準時 
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(２) 入札の無効 

   ２の入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札説

明書に掲げる無効条件に該当する入札及び財務規程、この公告又は入札説明書に違反した入札は、無効とす

る。 

(３) 契約書作成の要否 

   要 

(４) 落札者の決定方法 

この公告に示した物品を納入できると判断した入札者であって、鳥取県会計規則（昭和39年鳥取県規則第

11号）第127条の規定の例により作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを

落札者とする。ただし、その者の入札価格によっては当該契約の内容に適した履行がなされないおそれがあ

ると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある

と認められるときは、その者を落札者とせず、当該予定価格の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち

最低の価格をもって入札したものを落札者とすることがある。 

(５) 手続における交渉の有無 

   無 

(６) その他 

詳細は、入札説明書による。 

８ Summary 

(１) Nature and quantity of the products to be purchased : PACS/RIS, etc １ Set 

(２)  Deadline for the submission of documents for qualification confirmation：５：00 PM, 18 March, 

2020 

(３)  Date and time for the submission of tenders：２：00 PM, 26 March,2020 

(４)  Please contact：Medical Information Management Division, Tottori Prefectural Central Hospital , 

730 ezu, Tottori－shi, Tottori 680－0901 Japan   

TEL 0857－26－2271  


